
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

離
島
航
路
整
備
法

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
離
島
航
路
事
業
に
関
す
る
国
の

特
別
の
助
成
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
離
島
航
路

の
維
持
及
び
改
善
を
図
り
、
も
つ
て
民
生
の
安
定
及
び

向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
離
島
航
路
」
と
は
、
本

土
（
本
州
、
北
海
道
、
四
国
及
び
九
州
を
い
う
。
）
と

離
島
（
本
土
に
附
属
す
る
島
を
い
う
。
）
と
を
連
絡
す

る
航
路
、
離
島
相
互
間
を
連
絡
す
る
航
路
そ
の
他
船
舶

以
外
に
は
交
通
機
関
が
な
い
地
点
間
又
は
船
舶
以
外
の

交
通
機
関
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
便
で
あ
る
地
点
間

を
連
絡
す
る
航
路
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
離
島
航
路
事
業
」
と
は
、
離

島
航
路
に
お
け
る
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旅
客
定

期
航
路
事
業
で
同
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
い
、

「
離
島
航
路
事
業
者
」
と
は
、
離
島
航
路
事
業
を
営
む

者
を
い
う
。

（
航
路
補
助
）

第
三
条
　
政
府
は
、
離
島
航
路
事
業
者
に
対
し
、
毎
年
、

予
算
の
範
囲
内
で
、
当
該
離
島
航
路
の
維
持
を
助
成
す

る
た
め
の
補
助
金
（
以
下
「
航
路
補
助
金
」
と
い
う
。
）

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
航
路
補
助
金
の
交
付
の
申
請
）

第
四
条
　
航
路
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
航
路
補
助
金
の
交
付
申
請
書
に
当
該
離
島
航
路
に

関
す
る
次
の
事
項
を
記
載
し
た
運
航
計
画
書
、
航
路
損

益
見
込
計
算
書
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類

を
添
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
航
路
の
起
点
、
寄
港
地
、
終
点
及
び
こ
れ
ら
相
互

間
の
距
離
（
航
路
図
を
も
つ
て
明
示
す
る
こ
と
。
）

二
　
使
用
旅
客
船
（
予
備
船
を
含
む
。
）
の
明
細

三
　
運
航
回
数
及
び
発
着
時
刻

（
航
路
補
助
金
を
交
付
す
る
場
合
）

第
五
条
　
航
路
補
助
金
は
、
当
該
離
島
航
路
を
維
持
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前
条
の
運
航

計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
運
航
計
画
が
当
該
離
島
航
路
に

つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
輸
送
需
要
度
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
交
付
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
航
路
補
助
金
の
交
付
を
受

け
る
者
（
以
下
「
補
助
航
路
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、
当
該
離
島
航
路
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
に
関

し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
航
計
画
の
変
更
）

第
七
条
　
補
助
航
路
事
業
者
は
、
第
四
条
の
運
航
計
画
書

に
記
載
さ
れ
た
運
航
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
事

項
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
補
助
航
路
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
事
項
に
つ

い
て
運
航
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国

土
交
通
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
航
計
画
の
変
更
の
認
可
を

受
け
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
運
航
計
画
の
変
更
の

届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
運
航
計
画
の
変
更
に
つ
き
、

海
上
運
送
法
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
の

二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
一
条
第
三

項
若
し
く
は
第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
届
出
を
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

（
航
路
損
益
計
算
書
等
の
提
出
）

第
八
条
　
補
助
航
路
事
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
離
島
航
路
に
関
す
る
航
路
損

益
計
算
書
そ
の
他
の
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
等
の
整
理
）

第
九
条
　
補
助
航
路
事
業
者
は
、
当
該
離
島
航
路
事
業
の

損
益
計
算
の
根
拠
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
関
係
帳
簿

及
び
書
類
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
路
補
助
金
の
流
用
の
禁
止
）

第
十
条
　
航
路
補
助
金
は
、
そ
の
交
付
の
目
的
以
外
の
用

途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
航
路
補
助
金
の
交
付
の
停
止
及
び
返
還
）

第
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
航
路
補
助
金
の
交
付
を

受
け
る
者
又
は
航
路
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
者
が
左

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
航
路

補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
交
付
せ
ず
、
又
は
既

に
交
付
し
た
航
路
補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返

還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

二
　
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
の
規

定
に
違
反
し
た
と
き
。

三
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
に
虚
偽
の

記
載
を
し
た
と
き
。

第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
　
削
除

（
権
限
の
委
任
）

第
十
六
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権

限
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
一
部
を
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）

に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
十
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
を
確

保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職

員
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
助
成
を
受
け
る
離
島
航

路
事
業
者
の
使
用
す
る
船
舶
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
に
関
し
検
査

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
当
該
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯

し
、
利
害
関
係
人
に
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪

捜
査
の
た
め
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
罰
則
）

第
十
八
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、

妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

（
施
行
規
定
）

第
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
二
六
日
法
律
第
四

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
一
日
法
律
第
一
一

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
三
日
法
律
第
五

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
九
日
法
律
第

八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
法
律
に
よ

る
改
正
に
係
る
国
の
機
関
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分

又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律

若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
又
は
こ

れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
所
掌
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
相

当
の
国
の
機
関
の
し
た
処
分
等
と
み
な
す
。

第
二
十
一
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
に
係
る
国
の
機
関
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
」
と

い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の

法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
又
は
こ
れ
ら
の
規
定

に
基
づ
く
所
掌
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
相
当
の
国
の
機

関
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
八
日
法
律
第
二
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
海
運
局
長
、
海
運

監
理
部
長
、
海
運
局
若
し
く
は
海
運
監
理
部
の
支
局
そ

の
他
の
地
方
機
関
の
長
（
以
下
「
支
局
長
等
」
と
い

う
。
）
又
は
陸
運
局
長
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ

く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処

分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
（
支
局
長
等
が
し
た

処
分
等
に
あ
つ
て
は
、
運
輸
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
相
当

の
地
方
運
輸
局
長
、
海
運
監
理
部
長
又
は
地
方
運
輸
局

若
し
く
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
そ
の
他
の
地
方
機

関
の
長
（
以
下
「
海
運
支
局
長
等
」
と
い
う
。
）
が
し

た
処
分
等
と
み
な
す
。

第
二
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
海
運
局
長
、
海
運

監
理
部
長
、
支
局
長
等
又
は
陸
運
局
長
に
対
し
て
し
た

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
（
支
局
長
等
に
対
し

て
し
た
申
請
等
に
あ
つ
て
は
、
運
輸
省
令
）
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ

れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ

り
相
当
の
地
方
運
輸
局
長
、
海
運
監
理
部
長
又
は
海
運

支
局
長
等
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

第
二
十
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
一
一
日
法
律
第
七

一
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
五

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
（
以
下
「
旧
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り

海
運
監
理
部
長
、
陸
運
支
局
長
、
海
運
支
局
長
又
は
陸

運
支
局
の
事
務
所
の
長
（
以
下
「
海
運
監
理
部
長
等
」

と
い
う
。
）
が
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は

契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の

法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
（
以
下
「
新
法
令
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
り
相
当
の
運
輸
監
理
部
長
、
運
輸
支
局
長
又

は
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
若
し
く
は
運
輸
支
局
の

事
務
所
の
長
（
以
下
「
運
輸
監
理
部
長
等
」
と
い
う
。
）

が
し
た
処
分
等
と
み
な
す
。

第
二
十
九
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
令
の
規
定
に

よ
り
海
運
監
理
部
長
等
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
新
法
令
の
規

定
に
よ
り
相
当
の
運
輸
監
理
部
長
等
に
対
し
て
し
た
申

請
等
と
み
な
す
。

第
三
十
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2


